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平成２３年東北地方太平洋沖地震に係る 
被災者生活再建支援法の適用について（埼玉県） 

 
 

１．平成２３年東北地方太平洋沖地震について、埼玉県から住宅に多数の被害が生じ被災者生
活再建支援法に定める自然災害に該当するものと認め、同法を適用する旨の報告があった。 
２．今後、以下の区域において、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、そ
の申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び
住宅の再建方法に応じた加算支援金が財団法人都道府県会館から支給される。 

 

 該当区域 
支援法 
適用日 

支援法 
適用基準 

住宅被害（世帯） 
全 壊 半 壊 

加須市
か ぞ し

（旧北川辺町
きたかわべまち

）※１ ３月１１日 附則第２項第３号 ２ ２ 

久喜市
く き し

 ３月１１日 第１条第２号 １０ ９３ 

※１ 旧市町村単位で適用 
※２ 上記の数値は平成２３年７月８日現在の県からの報告による。同数値は、今後の調査によって変動す
ることがある。  

※３ 支援法適用基準とは被災者生活再建支援法施行令を示す。 
 
＜参考＞ 
１．支援金支給の仕組み（法第１８条） 
被災者生活再建支援金は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支給す
るが、その１／２について国が補助することとされている。 
 

２．対象となる自然災害（施行令第１条第２号及び附則第２項） 
  今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第１条第２号（１０以上の世帯の住宅が全壊
する被害が発生した市町村における自然災害）及び附則第２項第３号（全壊１０世帯以上な
どの市町村を含む都道府県が２以上ある場合※１における合併市町村に係る特例)に該当する
ことによる。 
 
  ※１ 東日本大震災では、青森県、岩手県等において全壊１００世帯以上等により支援法

が適用されている。 
  ※２  埼玉県においても同時発表。 
 

本件問い合わせ先 
内閣府政策統括官（防災担当）付 
参事官（災害復旧・復興担当）付 

新澤,大部,藤澤 
TEL５２５３－２１１１（内線５１６０２） 
３５０１－５１９１（直通） 
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